
指定管理者評価基本調書

１　施設概要

施設名称 川口市老人福祉センター(たたら荘)

設置目的
老人福祉法第２０条の７に規定する、無料又は低額な料金で、高齢者に関する各種の
相談に応ずるとともに、高齢者に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション
のための便宜を総合的に供与することを目的とする。

選定種別

非公募

選定理由

　老人福祉センターたたら荘については、高齢者の自主性を尊重し、各施設で地元老人
クラブや民生委員・児童委員との運営委員会を設置し、連携体制を構築しており、設置
目的・役割を十分に理解し、市と一体になり高齢者福祉に寄与していること。
　また、社会福祉センター内の神根たたら荘、芝福祉センター内の芝たたら荘は、複合
施設内にあり、複数の施設を一括して管理することは、効率的に人材確保ができるた
め、引き続き指定管理を行わせることで、安心安全なサービスの提供と、安定的な管理
運営を期待することができること。
　安行たたら荘は、本町・芝中央・南平・前川の各たたら荘を社会福祉法人川口市社会
福祉事業団が自主運営していることから、巡回する看護師等の配置や培ってきたノウハ
ウを生かし効率的且つ合理的な運営が期待できるため非公募としたもの。

構造規模

①神根たたら荘
（１）名　　称　　　川口市老人福祉センター神根たたら荘
（２）所 在 地　 　川口市大字道合１４２１番地　　川口市神根福祉センター３階
（３）開所年月日　平成９年４月１０日
（４）構　　造　  　鉄筋コンクリート造　３階建
（５）敷地面積　　２,７４１．１６㎡（全体）
（６）延床面積　　２,９７５．６４㎡（全体）　１,０３５．８９㎡（当該施設部分）
（７）定　　員　  　１２０人
（８）施設内容 　 大広間、多目的ホール、教養娯楽室、リラックスルーム
　　　　　　　　　　 ラウンジ、浴室（男・女）、脱衣室

②芝たたら荘
（１）名　　称　 　川口市老人福祉センター芝たたら荘
（２）所 在 地　　川口市大字伊刈２０番地 　川口市芝福祉センター２階
（３）開所年月日　平成１０年１２月１日
（４）構　　造　　 鉄筋コンクリート造　３階建
（５）敷地面積　 ２,２９８．５８㎡（全体）
（６）延床面積　 １,７９７．４５㎡（全体）　９２２．００㎡（当該施設部分）
（７）定　　員　 　１２０人
（８）施設内容 　大広間、カラオケルーム、多目的ホール、教養娯楽室
　　　　　　　　　　浴室（男・女）、  脱衣室

③安行たたら荘
（１）名　　称　　 川口市老人福祉センター安行たたら荘
（２）所 在 地　　川口市大字安行１１９４番地
（３）開所年月日　平成４年４月７日
（４）構　　造　　 鉄筋コンクリート造　平屋建
（５）敷地面積　２,６１２．１７㎡
（６）延床面積　６８４．７０㎡
（７）定　　員　　１２０人
（８）施設内容　大広間、健康相談室、図書室、教養娯楽室、浴室（男・女）
　　　　　　　　　  脱衣室

所管課 福祉部　長寿支援課

２ 指定期間、選定種別、指定管理料及び利用料金収入実績

指定期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで【５年】
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３　福祉部指定管理者候補者選定及び評価専門委員会における評価結果

指定管理料
及び利用料
金収入実績
【単位：円】

年度 指定管理料 利用料金収入実績

令和５年度（予算） 61,445,000

令和３年度（実績） 61,326,000 365,992

平成２８年～令和２年度 299,637,000 35,914,463

令和４年度（実績） 61,385,000 1,079,907

令和６年度（予算） 61,505,000

令和７年度（予算） 61,566,000

総 額 307,227,000円 1,445,899円

代　表　者 理事長　清水　竹敏

主な業種 福祉施設の管理運営

法人の目的
川口市が設置した福祉施設の受託管理業務を行うとともに、自ら市民の福祉ニーズに
応えるため、福祉施設を設置運営することを目的とする。

指定管理者の概要

名　　称 社会福祉法人川口市社会福祉事業団

所　在　地 川口市大字赤井１０５５番地

法人の事業

指定管理者として20事業の管理運営を川口市より委託され、併せて障害者相談支援セ
ンター及び地域包括支援センターの7事業を受託するとともに、自主経営事業として13
事業を運営している。
　 
　１　受託経営事業
　　(1)　川口市特別養護老人ホーム、ショートステイ
　　(2)　川口市養護老人ホーム
　　(3)　川口市ケアハウス
　　(4)　川口市立南平児童センター
　　(5)　川口市老人福祉センター（安行・神根・芝・新郷・仲町たたら荘）
　　(6)　川口市老人デイサービスセンター（横曽根、新郷、芝、芝南、鳩ヶ谷れんげそう）
　　(7)　川口市社会福祉センター（神根福祉センター）
　　（老人デイサービス事業、地域活動支援センター事業、ボランティア活動支援事業）
　　(8)　川口市生活介護きじばと
　　(9)　川口市就労継続支援きじばと
　　(10)　川口市障害者相談支援センターきらり
　　(11)　川口市地域包括支援センター
　　（神根、新郷、芝伊刈、西、鳩ヶ谷東部、新郷東地域包括支援センター）
 
　２　自主経営事業
　　(1)　川口市老人福祉センター（本町、芝中央、南平、前川たたら荘）
　　(2)　川口市やすらぎの家（並木、元郷やすらぎの家）
　　(3)　川口市居宅介護支援事業（横曽根、新郷、芝、鳩ヶ谷、神根居宅介護支援事業
所）
　　(4)　川口市生活介護夢工房
　　(5)　鳩ヶ谷福祉センター

役員の状況 理事長１名　常務理事１名　理事８名　監事２名　評議員１１名

専門委員会
における
評価点数

平均評価点数

3.6
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0

財務に対する各部専門委員会の所見
①総資産　　　　　　　安定しております。
②純資産　　　　　　　安定しております。
③自己資本比率　　 ３０％超のため、問題ありません。
④預貸率　　　　　　　借入なし
⑤流動比率　　　　 　１５０％超のため、問題ありません。
⑥人件費比率　　　  令和３年度・４年度は社会福祉法人の平均値より高いです。

４　指定管理者の財務分析表　【単位：円】 

指定管理者

【評価結果】

　川口市老人福祉センターについて、川口市指定管理者制度運用指針に基づき、福祉サービスの基
本方針や組織の運営管理など４分野１２項目（６０点／名）について、４名の選考委員が５段階評価を
行った結果、合計２４０点満点中１７１点、平均評価点数は５点満点中３．６点であった。

　項目ごとの評価結果は、以下のとおりである。

Ⅰ「福祉サービスの基本方針と組織」について
　基本方針、経営理念が明文化され、職員に周知されている点や、中・長期的なビジョンと計画が明
確にされており、計画が適切に作成されている点に関する項目について、平均して３．８点の評価で
あった。

Ⅱ「組織の運営管理」について
　緊急時の対応についての文書を掲示して利用者へ周知し、年２回の避難訓練を実施していること
や、利用者証の発行の際に緊急連絡先を確認していることなど安全管理に関する項目について、ま
た、受付に老人クラブ連合会の協力を得て運営していることや、運営委委員会において委員の意見を
聴取していることなど、地域との交流と連携に関する項目について、平均して３．８点の評価であった。

Ⅲ「適切な福祉サービスの実施」
　各項目の平均点については３．３～３．５点の評価であった。新型コロナウィルスの感染防止のた
め、風呂やカラオケの利用は停止している期間で、高評価は難しいものとなった。

Ⅳ「適切な事業内容の確保」
　事業の実施については、健康器具等の提供や、嘱託医師やアドバイザーによる相談業務、体操教
室等を実施しており、平均して３．３点の評価であった。

法 人 名 社会福祉法人川口市社会福祉事業団

決 算 期 令和２年度 令和３年度 令和４年度

総 売 上 高 2,472,292,826 2,272,386,631 2,317,243,999

経 常 利 益 70,971,252 -134,626,416 -98,837,363

特 別 利 益 1,420,000 3,897,382 22,953,283

特 別 損 失 2,920,582 22,399,003

当 期 純 利 益 72,391,252 -133,649,616 -98,283,083

総 資 産 1,043,686,501 888,958,248 773,300,232

流 動 比 率 269.21% 226.92% 193.32%

人 件 費 比 率 65.17% 71.74% 69.62%

純 資 産 654,517,146 507,909,412 420,627,378

自 己 資 本 比 率 62.71% 57.14% 54.39%

預金対借入金比率 ― ― ―
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